
５
月
は
高
血
圧
対
策

強
化
月
間
で
す

■
会
場　
市
保
健
セ
ン
タ
ー（
ラ

ラ
ス
ク
エ
ア
宇
都
宮
９
階
）。

1
健
康
づ
く
り
栄
養
教
室
塩
エ

コ
で
め
ざ
せ
健
康

▽
日
時　
５
月
26
日（
火
）午
前

10
時
～
午
後
１
時
。

▽
内
容　
高
血
圧
予
防
の
た
め

の
講
話
、
減
塩
の
こ
つ
を
学
ぶ

た
め
の
調
理
実
習
。

▽
対
象　
市
内
在
住
の
人
。

▽
定
員　
先
着
25
人
。

▽
費
用　
500
円
程
度
。

▽
申
込　
５
月
８
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話
で
、
市
保
健
セ

ン
タ
ー
☎（
627
）６
６
６
６
へ
。

2
血
圧
計
貸
し
出
し

▽
期
間　
２
週
間
。

▽
内
容　
血
圧
の
自
己
管
理
を

自
宅
で
行
う
た
め
の
貸
し
出
し
。

▽
申
込　
電
話
で
、
市
保
健
セ

ン
タ
ー
☎（
627
）６
６
６
６
へ
。

3
み
そ
汁
塩
分
測
定

▽
内
容　
自
宅
の
み
そ
汁
の
塩

分
濃
度
を
測
定
。

▽
申
込　
み
そ
汁
を
密
閉
容
器

に
入
れ
て
お
持
ち
の
上
、直
接
、

市
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
。

4
そ
の
他　
随
時
、
血
圧
に
つ

い
て
の
健
康
相
談
・
栄
養
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
市
保
健
セ
ン
タ
ー
☎（
627
）６

６
６
６わ

く
・
わ
く
シ
ョ
ッ
プ
Ｕ

開
設
記
念
特
別
販
売
会

▽
日
時　
５
月
22
日（
金
）午
前

10
時
～
午
後
３
時
。
無
く
な
り

次
第
終
了
。

▽
会
場　
市
役
所
１
階
市
民
ホ

ー
ル
。

▽
内
容　

弁
当
、
パ
ン
、
さ
を

り
織
り
な
ど
、
障
が
い
者
支
援

施
設
が
作
っ
た
製
品
の
販
売
。

問
わ
く
・
わ
く
シ
ョ
ッ
プ
Ｕ
☎

（
632
）７
３
９
７
、
障
が
い
福
祉

課
☎（
632
）２
２
２
９

市
保
健
セ
ン
タ
ー
で

各
種
催
し

1
運
動
経
験
が
少
な
い
人
の
た

め
に
運
動
体
験
教
室

催
　
し

◎健康で心豊かに過ごすため食について考えませんか　食育情報コーナー　▽日時　休館日を除く毎日、
午前 9 時～午後 5 時。入館は午後 4 時 30 分まで▽会場　市保健センター▽内容　「運動会シーズンに役
立つ元気が出る食事」をテーマに、食生活習慣のヒント・食に関する情報などのパネル紹介や、パンフレ
ット・レシピの配布など。問市保健センター☎ (627)6666

薬物乱用はダメ。ゼッタイ。
　麻薬や覚せい剤などの薬物を乱用するこ
とは、使用者自身の精神や身体をぼろぼろ
にし、幻覚・妄想などにより、殺人・放火
などの重大な犯罪を引き起こす原因にもな
ります。
　薬物乱用を防ぐためには、私たち一人ひ
とりが薬物乱用の恐ろしさを正しく理解し、
社会全体で薬物乱用を拒絶する意識を持つ
ことが大切です。
■薬物乱用とは　医薬品を医療目的以外で
使用すること、また、医療目的に使われな
い薬物を不正に使用することです。一度使
っただけでも「乱用」です。薬物には依存
性と耐性があり、一度使用するとやめられ
なくなったり、使用量が増えたりと悪循環
に陥ります。
■大麻や植えてはいけないケシをご存じで
すか　ケシの開花時期に合わせて、７月 31
日までを、「不正大麻・けし撲滅運動期間」
としています。大麻や植えてはいけないケ
シを不正に栽培する人が後を絶ちません。
中には、植えてはいけないケシと知らずに、
観賞用として栽培している人もいます。不
正に栽培または自生する大麻やケシを発見
した場合は、電話で、保健所総務課☎（626）
1104、県薬務課☎（623）3119 へ。
▽大麻の特徴　茎＝四角形、緑色で浅い縦
溝が通っている。葉＝３～９枚ほどの小葉が
集まって掌状になっている。のこぎりの歯の
ように切り込んでいて、先端がとがっている。

▽植えてはいけないケシの特徴　茎＝無毛
に近く、すべすべしている。葉＝のこぎり
の歯のような凸凹があり、先端はとがって
いる。葉の付け根は茎を包み込むように生
える。
■危険ドラッグに注意　覚せい剤や大麻な
どの構造に似せて作られた物質が含まれた
もので、ハーブ・お香・アロマオイル・バ
スソルトなどと偽って、インターネットな
どで販売されています。危険ドラッグには、
どのような危険なものが入っているか分か
らず、これまでも交通事故や呼吸困難・意
識喪失、さらには死亡事例が相次いでいま
す。「私は危険ドラックを絶対に買わない・
使わない」という気持ちを強く持ち、身近
な人からの誘いがあっても、勇気を持って
きっぱり断りましょう。
　なお、国は、平成 26 年７月に、脱法ド
ラッグについて、より危険であることを強
調するため、危険ドラッグと呼ぶことに決
めました。
問保健所総務課☎（626）1104

教
室
・
講
座
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▽
日
時　
５
月
16
日（
土
）午
前

10
時
～
11
時
30
分
。

▽
内
容　
市
保
健
セ
ン
タ
ー
で

実
施
す
る
運
動
教
室
の
コ
ー
ス

体
験
と
教
室
案
内
。

2
カ
ラ
ダ
げ
ん
き
運
動
教
室
ウ

オ
ー
キ
ン
グ
編

▽
日
時　
６
月
１
日（
月
）午
前

10
時
～
11
時
30
分
。

▽
内
容　
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
を
こ

れ
か
ら
行
い
た
い
人
向
け
の
正

し
い
歩
き
方
と
姿
勢
を
身
に
付

け
る
た
め
の
講
話
、実
技
実
施
。

3
ラ
ジ
オ
体
操
教
室
で
効
果
的

な
ラ
ジ
オ
体
操
を
学
び
ま
せ
ん

か▽
日
時　
６
月
９
日（
火
）午
前

10
時
～
11
時
30
分
。

▽
内
容　
ラ
ジ
オ
体
操
を
効
果

的
に
行
い
た
い
人
向
け
の
講
話

と
実
技
（
ラ
ジ
オ
体
操
第
一
の

み
）。

■
会
場　
市
保
健
セ
ン
タ
ー
。

■
対
象　
市
内
在
住
の
人
。

■
定
員　
1
先
着
15
人
2
先
着

10
人
3
先
着
20
人
。

■
申
込　
５
月
８
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話
で
、
市
保
健
セ

ン
タ
ー
☎（
627
）６
６
６
６
へ
。

災
害
福
祉
救
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

養
成
講
座

▽
日
時　

６
月
６
・
13
・
20
・

27
日
、
７
月
４
日
、
午
前
９
時

30
分
～
午
後
０
時
30
分
。
全
５

回
。

▽
会
場　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
中
央
１
丁
目
）。

▽
内
容　
ア
イ
マ
ス
ク
・
車
い

す
体
験
な
ど
を
通
し
た
災
害
時

要
援
護
者
へ
の
理
解
や
、
応
急

手
当
の
方
法
、
被
災
地
の
現
状

と
課
題
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
の
役
割
り
な
ど
。

▽
対
象　
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
興
味
関
心
が
あ
り
、
市

内
に
通
勤
通
学
す
る
18
歳
以
上

の
人
。

▽
定
員　
先
着
30
人
。
最
小
催

行
人
数
10
人
。

▽
費
用　
500
円
（
保
険
代
・
資

料
代
な
ど
）。

▽
申
込　
５
月
11
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話・フ
ァ
ク
ス（
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記
）

で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
☎

（
636
）１
２
８
５
、
（
634
）２
８

７
０
へ
。

健　 康 　診 　査
■１年に１回健康診査を受診しましょう　生活習慣病などの早期発見・
早期治療のために、健康診査やがん検診を実施しています。特定健康診
査を受診する人は、それぞれが加入している医療保険者からの通知など
で、健診の受け方についてご確認ください。
■個別健診
▽申込　受診する前に医療機関へお問い合わせください。
■集団健診（地区健診）
６月特定健康診査・健康診査・各種がん検診（乳がん・子宮がんは除く）
▽申込　電話で、①～⑧健康増進課☎（626）1129 ⑨⑩河内保健センタ
ー☎（673）6337 へ。
会　　　　場 期　日　・　受付時間

①市保健センター
※無料駐車場はありません。
※自転車は立体駐車場１階屋
内駐輪場をご利用ください。

1 日（月）・2 日（火）・5 日（金）・8 日（月）・12 日
（金）・14 日（日）・15 日（月）・18 日（木）・20 日（土）・
22 日（月）・23 日（火）・27 日（土）～ 29 日（月）、
午前 9 時～

②市医療保健事業団
健診センター（竹林町）5 日（金）・15 日（月）、午前 9 時～
③横川 13 日（土）・23 日（火）、午前 9 時～
④豊郷 3 日（水）・25 日（木）、午前 9 時～
⑤姿川 17 日（水）・24 日（水）、午前 9 時～
⑥雀宮 1 日（月）・16 日（火）・26 日（金）、午前９時～
⑦東 8 日（月）午前 9 時～
⑧南 29 日（月）午前 9 時～
⑨河内保健センター 22 日（月）午前 9 時～
⑩田原コミュニティプラザ 3 日（水）午前 9 時～
６月乳がん検診（マンモグラフィ検査・視触診）・子宮がん検診
▽対象　乳がん検診は 40 歳以上で、昨年度受診していない人。ただし、
30 歳代の人は視触診のみ受診することができます。子宮がん検診は 20
歳以上の人が対象です。
▽申込　電話で、①～⑨健康増進課☎（626）1129 ⑩上河内保健センタ
ー☎（674）8787 ⑪河内保健センター☎（673）6337 へ。

会　　　　場 期　日　・　受付時間
①市保健センター 12 日（金）午後 0 時 30 分～
②市医療保健事業団
健診センター

5 日（金）・15 日（月）、午後 1 時 30 分～と 2 時
30 分～

③平石 15 日（月）午前 9 時～※託児付き検診
④横川 13 日（土）・23 日（火）、午後 2 時～
⑤豊郷 3 日（水）・25 日（木）、午後 2 時～と午後３時～

9 日（火）午前9時～と10時～※9日のみ託児付き検診
⑥姿川 17 日（水）・24 日（水）、午後 2 時～
⑦雀宮 1 日（月）・16 日（火）・26 日（金）、午後 2 時～
⑧東 8 日（月）午後 2 時～
⑨南 29 日（月）午後 2 時～
⑩上河内保健センター 2 日（火）午後 2 時～
⑪河内保健センター 12 日（金）午後 2 時～

20 日（土）午前 9 時～
６月乳がん検診（マンモグラフィ検査）
▽対象　乳がん検診は 40 歳以上で、昨年度受診していない人。
※検査後、後日医療機関で視触診の検査が必要です。
▽申込　電話で、健康増進課☎（626）1129 へ。
会　　　　場 期　日　・　受付時間

①市保健センター
1 日（月）・2 日（火）・5 日（金）・8 日（月）・14 日

（日）・15 日（月）・18 日（木）・20 日（土）・22 日（月）・
23 日（火）・27 日（土）、午後 1 時～と 2 時～

②市医療保健事業団
健診センター

3 日（水）・24 日（水）、午後 1 時 30 分～と 2 時
30 分～

▽受診する際には、必ず受診券と健康保険証をお持ちください。
お持ちでないと受診できません。
▽満 70 歳以上の人、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者、市
民税非課税世帯の人は無料です。
▽詳しくは、健康づくりのしおりをご覧ください。
問健康増進課☎（626）1129

◎ 5 月から特定健康診査（市国民健康保険加入者対象）の血糖検査でヘモグロビン A1c 検査を必須化し
ます 特定健康診査は、糖尿病などの生活習慣病や脳血管疾患、心疾患などを予防するための大切な健診
です。年に１回、自分自身の健康状態を確認するためにも、特定健康診査を受診しましょう。▽ヘモグロ
ビン A1c 検査とは　血液検査で、過去 1・2 カ月間の平均的な血糖状況を把握することができる検査。
問健康増進課☎（626）1129

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金
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糖
尿
病
を
予
防
・
改
善
し
た
い

あ
な
た
へ　
毎
日
の
食
生
活
を

見
直
し
ま
し
ょ
う

▽
日
時　
６
月
８
・
15
・
22
日
、

午
後
１
時
30
分
～
４
時
。
22
日

は
午
前
10
時
～
午
後
３
時
。
全

３
回
。

▽
会
場　
市
保
健
セ
ン
タ
ー（
ラ

ラ
ス
ク
エ
ア
宇
都
宮
９
階
）。

▽
内
容　
管
理
栄
養
士
に
よ
る

糖
尿
病
の
予
防
や
改
善
に
つ
い

て
の
講
話
と
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、

調
理
実
習
。

▽
定
員　
先
着
20
人
。

▽
費
用　
500
円
程
度（
食
材
費
）。

▽
申
込　
５
月
７
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話
で
、
健
康
増
進

課
（
竹
林
町
・
保
健
所
内
）
☎

（
626
）１
１
２
６
へ
。

茂
原
健
康
交
流
セ
ン
タ
ー
で

各
種
催
し

1
健
康
づ
く
り
の
た
め
の
体
操

教
室

▽
日
時　
５
月
27
日
、６
月
３・

10
・
17
・
24
日
、
７
月
１・８
・

15
日
。午
後
１
時
30
分
～
３
時
。

全
８
回
。

▽
内
容　

ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
・

リ
ズ
ム
運
動
。

▽
定
員　
抽
選
25
人
。

2
水
中
運
動
教
室

▽
日
時　

５
月
29
日
、
６
月

５
・
12
・
19
・
26
日
、
７
月
３
・

10
・
17
日
。
午
前
10
時
～
11
時

30
分
。
全
８
回
。

▽
内
容　
水
中
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

な
ど
。

▽
定
員　
抽
選
20
人
。

■
会
場　
茂
原
健
康
交
流
セ
ン

タ
ー
。

■
対
象　
市
内
在
住
で
60
歳
以

上
の
初
心
者
。

■
費
用　
施
設
使
用
料（
実
費
）。

■
申
込　
直
接
の
場
合
は
５
月

６
日
ま
で
に
、
は
が
き
ま
た
は

フ
ァ
ク
ス
（
教
室
名
・
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
・
年
齢
・
性

別
を
明
記
）
の
場
合
は
５
月
15

日
（
必
着
）
ま
で
に
、
〒
321‐

0126
茂
原
町
777
―
７
、
茂
原
健
康

交
流
セ
ン
タ
ー
☎（
654
）２
８
１

５
、
（
654
）２
８
３
０
へ
。

背
中
美
人
講
座

薄
着
の
季
節

に
向
け
て

▽
日
時　
５
月
25
日（
月
）、
６

月
22
日（
月
）、
午
後
１
時
30
分

～
４
時
。
全
２
回
。

▽
会
場　
姿
川
（
西
川
田
町
）。

▽
内
容　
美
し
い
姿
勢
を
手
に

入
れ
、
い
つ
ま
で
も
若
々
し
く

過
ご
す
た
め
の
運
動
指
導
員
に

よ
る
講
話
と
実
技
、
栄
養
士
に

よ
る
講
話
。

▽
対
象　
市
内
在
住
の
お
お
む

ね
64
歳
以
下
の
人
。

▽
定
員　
先
着
30
人
。

▽
申
込　
直
接
ま
た
は
電
話
で
、

姿
川
☎（
645
）４
５
３
５
へ
。

み
や
シ
ニ
ア
活
動
セ
ン
タ
ー

シ
ニ
ア
世
代
の
た
め
の

各
種
講
座

1
シ
ニ
ア
世
代
を
豊
か
に
す
る

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
支
援
講
座

▽
日
時　
５
月
９・23
日（
土
）、

午
前
10
時
～
11
時
。

▽
内
容　
「
シ
ニ
ア
世
代
を
豊

か
に
過
ご
す
た
め
の
ラ
イ
フ
プ

ラ
ン
の
重
要
性
」
と
題
し
た
講

座
。

▽
定
員　
各
先
着
15
人
。

2
シ
ニ
ア
世
代
の
地
域
デ
ビ
ュ

ー
講
座

▽
日
時　
５
月
15
・
22
・
29
日
、

６
月
５
日
。午
前
10
時
～
正
午
。

全
４
回
。

▽
内
容　
①
「
あ
い
さ
つ
プ
ラ

ス
で
広
が
る
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
」

と
題
し
た
西
田
直
樹
さ
ん
（
作

新
学
院
大
学
女
子
短
期
大
学
部

教
授
）
に
よ
る
講
座
②
「
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
楽
し
も
う
」

と
題
し
た
小
倉
克
洋
さ
ん
（
こ

く
ら
工
房
代
表
）
に
よ
る
講
座

③「
宇
都
宮
の
た
の
し
い
歴
史
」

教
室
・
講
座

◎みんなで語り合おうこころの健康を考える会　▽日時　5 月 22 日 (金) 午後 2 時 30 分～ 4 時▽会場　保健
所▽内容　家族のアルコール問題などで悩んだり、生きづらさを感じたりしている人同士の語り合い▽対
象　市内在住の人▽その他　事前に保健師が面接▽申込　電話で、保健予防課☎（626）1114 へ。
◎ありがとうございました（敬称略）　■ぎんなん基金へ　▽市総合福祉センターお客様一同▽陸上自衛
隊北宇都宮駐屯地隊員一同▽レストラン風見鶏お客様一同。問市社会福祉協議会☎（636）1215

ご存じですか
あなたのまちの民生委員・児童委員
　地域の身近な相談相手として必要な支援
を行うのが「民生委員・児童委員」です。
誰もが安心して暮らせる地域づくりのため
に、さまざまな活動をしている「民生委員・
児童委員」について知っていただき、活動
へのご理解をいただくとともに、生活の困
りごとがあったときには、地域の民生委員
にご相談ください。
■身近な相談相手　「民生委員」は、厚生
労働大臣から委嘱を受け、地域の生活困窮
者・障がい者・高齢者に関する生活や福祉
全般に関する問題について、住民から相談
を受けるとともに、関係機関・専門機関を
紹介するなど、地域の福祉増進に努めてい
ます。また、「児童委員」も兼ねており、
妊産婦・児童に関わる問題についても相談
に応じ、支援しています。民生委員・児童
委員には守秘義務があり、相談した人の秘
密は守られます。なお、市担当民生委員・
児童委員証を携帯していますので、訪問を
受けた際は提示を求めてください。
■民生委員・児童委員の日　全国民生委員
児童委員連合会は、５月 12 日を「民生委
員・児童委員の日」とし、また５月 12 ～
18 日を活動強化週間としています。市で
は、この活動強化週間中に、独り暮らし高
齢者の見守りや民生委員活動のＰＲを行う
など、さまざまな取り組みを行います。
■担当の民生委員・児童委員　市では、
39 地区の連合自治会ごとに、民生委員・
児童委員がいます。お住まいの地域の民生
委員・児童委員について、詳しくは、生活
福祉第１課☎（632）2373 へ。
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と
題
し
た
和
気
俊
夫
さ
ん
（
う

つ
の
み
や
シ
テ
ィ
ガ
イ
ド
協
会

部
会
長
）
に
よ
る
講
座
④
「
認

知
症
予
防
と
記
憶
術
」
と
題
し

た
佐
久
間
辰
雄
さ
ん
（
県
健
康

管
理
士
会
会
長
）に
よ
る
講
座
。

▽
定
員　
先
着
15
人
。

■
会
場　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
中
央
１
丁
目
）。

■
対
象　
お
お
む
ね
50
歳
以
上

の
人
。

■
申
込　
５
月
２
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話・フ
ァ
ク
ス（
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記
）

で
、
み
や
シ
ニ
ア
活
動
セ
ン
タ

ー
☎（
639
）８
５
８
５
、
（
639
）

８
５
７
５
へ
。

５
月
の

家
族
介
護
教
室

参
加
者
募
集

▽
日
時　
①
５
月
22
日
②
５
月

29
日
③
５
月
30
日
、
午
前
10
時

～
正
午
。

▽
会
場　
①
五
代
若
松
原
（
若

松
原
３
丁
目
）
②
石
井
（
石

井
町
）
③
田
原
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

プ
ラ
ザ
（
上
田
原
町
）。

▽
内
容　
①
介
護
保
険
と
在
宅

介
護　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
編
②
正

し
い
薬
の
服
用
③
誰
で
も
作
れ

る
低
栄
養
予
防
食
。

▽
対
象　
要
介
護
高
齢
者
を
介

護
し
て
い
る
家
族
な
ど
。

▽
申
込　
電
話
で
、
①
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
雀
宮
・
五
代

若
松
原
☎（
688
）３
３
７
１
②
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
石
井
・

陽
東
☎（
660
）１
４
１
４
③
田
原

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎（
672
）

４
８
１
１
へ
。

問
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）２
３
５

７
第
11
回
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
参
加
選
手
募
集

▽
期
日　
９
月
27
日（
日
）午
前

８
時
30
分
～
。

▽
会
場　
県
総
合
運
動
公
園（
西

川
田
町
）
な
ど
。

▽
募
集
競
技　
陸
上
競
技
、
卓

球
、
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
、
フ
ラ
イ

ン
グ
デ
ィ
ス
ク
、
水
泳
、
サ
ウ

ン
ド
テ
ー
ブ
ル
テ
ニ
ス
、
グ
ラ

ン
ド
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
、
車
い
す
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
。

▽
対
象　
県
内
在
住
で
、
４
月

１
日
現
在
、
満
12
歳
以
上
の
身

体
障
が
い
者
・
知
的
障
が
い
者

▽
申
込　
学
校
・
施
設
な
ど
に

所
属
す
る
人
は
、
学
校
・
施
設

な
ど
へ
。
在
宅
の
人
は
、
５
月

13
日
～
６
月
５
日
に
、電
話
で
、

障
が
い
福
祉
課
☎（
632
）２
２
２

８
へ
。

◎宇都宮精神保健福祉会やしお会　1相談会　▽日時　5 月 7・21 日 (木)午前 10 時～正午▽内容　精神障が
い者を抱えた家族に対し、共通の体験をした家族が個別の相談を受ける。2定例会　▽日時　5 月 21 日

（木）午前10時30分～午後３時 30 分▽内容　同じ悩みを持つ家族の語り合い。■会場　保健所。■申込　
電話で、保健予防課☎ (626)1114 へ。

　平成 27 年度から国民健康保険税の課税限度額と
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減判定の基準額が変わります

　国民健康保険税の課税限度額を、下の1の通り
一部変更します。なお、平成 27 年度の国民健康
保険税率と後期高齢者医療保険の保険料率は平成
26 年度と変わらず、税（料）額は７月に発送す
る納税通知書（保険料額決定通知書）でお知らせ
します。
1国民健康保険税率
①医療保険分　所得割＝ 6.36 パーセント、均等
割＝ 2 万 5,900 円、平等割＝ 1 万 9,000 円。
課税限度額 51 万円➡変更なし

②後期高齢者支援金分　所得割＝ 2.55 パーセン
ト、均等割＝ 9,800 円、平等割＝ 7,200 円。
課税限度額 14 万円➡ 16 万円

③ 介 護 保 険 分（40 ～ 64 歳 ）　 所 得 割 ＝ 2.07
パーセント、均等割＝ 1 万 500 円、平等割＝
6,400 円。
課税限度額 12 万円➡ 14 万円
2後期高齢者医療保険料率　所得割＝ 8.54 パー
セント、均等割＝ 4 万 3,200 円、課税限度額＝
57 万円。

■軽減措置（5割・2割軽減の基準を引き上げま
す）　平成 26 年中の世帯の合計所得金額が一定
額以下の場合、均等割額と平等割額を軽減します。
ただし、後期高齢は均等割額のみ（右上の表）。
軽減を受けるためには、世帯全員の所得の申告が

必要です。軽減の申請は不要。
所得判定基準（平成26年中の世帯の合計所得金額）
軽減
割合 変更前 変更後

7割 33 万円以下 変更なし

5 割 33 万円＋（24.5 万円
×被保険者数）以下

33 万円＋（26 万円
×被保険者数）以下

2 割 33 万円＋（45 万円
×被保険者数）以下

33 万円＋（47 万円
×被保険者数）以下

問国民健康保険税＝保険年金課☎（632）2320、
後期高齢者医療保険料＝県後期高齢者医療広域連
合☎（627）6805・保険年金課☎（632）2307、協会
けんぽ＝全国健康保険協会栃木支部☎（616）1691

協会けんぽの保険料率が変わりました
中小企業などで働く人やその家族が加入する
健康保険「協会けんぽ栃木支部」の保険料率が、
５月納付分から変わりました。
健康保険料率 9.95 パーセント➡変更なし

介護保険料率 1.72 パーセント➡ 1.58 パー
セント

▽その他　詳しくは、全国健康保険協会栃木支
部 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ を ご
覧ください。

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金
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介
護
保
険
の
給
付
適
正
化
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す

■
主
な
取
り
組
み

▽
要
介
護
認
定
の
適
正
化
。

▽
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
点
検
。

▽
住
宅
改
修
・
福
祉
用
具
購
入

の
現
地
調
査
、
福
祉
用
具
貸
与

の
平
均
的
な
価
格
の
公
表
。

▽
介
護
給
付
費
の
通
知
。

▽
医
療
情
報
と
の
突
き
合
わ
せ
。

■
不
審
者
に
ご
注
意
を　
自
宅

に
調
査
に
伺
う
場
合
は
、
事
前

に
電
話
で
連
絡
し
ま
す
。

　
ま
た
、
市
職
員
が
訪
問
し
た

際
は
、
必
ず
市
職
員
証
と
介
護

保
険
検
査
証
の
提
示
を
求
め
て

く
だ
さ
い
。

問
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）２
９
０

６
県
シ
ル
バ
ー
大
学
校

第
37
期
生
学
校
説
明
会

1
中
央
校
（
駒
生
町
）

▽
期
日　
５
月
21
日（
木
）、
６

月
８
日（
月
）。

2
南
校
（
栃
木
市
）

▽
期
日　
５
月
20
日（
水
）、
６

月
９
日（
火
）。

3
北
校
（
矢
板
市
）

▽
期
日　
５
月
22
日（
金
）、
６

月
12
日（
金
）。

■
時
間　
午
前
10
時
～
正
午
。

■
そ
の
他　
入
学
は
10
月
、
卒

業
は
平
成
29
年
９
月
。

問
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）２
３
６

０
国
民
健
康
保
険
運
営
審
議
会

委
員
募
集

▽
任
期　
７
月
～
平
成
29
年
６

月
。

▽
内
容　
国
民
健
康
保
険
の
運

営
に
つ
い
て
、
年
５
回
程
度
開

催
す
る
運
営
協
議
会
（
平
日
昼

間
）に
参
加
し
、意
見
を
述
べ
る
。

▽
応
募
資
格　
市
内
に
１
年
以

上
在
住
で
、
申
込
時
に
20
歳
以

上
73
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
。
公
務
員
や
他
の
付

属
機
関
の
委
員
、
国
民
健
康
保

険
税
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
の

人
を
除
く
。

▽
募
集
人
数　
２
人
。

▽
選
考
方
法　
応
募
書
類
の
審

査
と
面
接
。

▽
そ
の
他　
申
込
期
限
は
５
月

22
日
。
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳

し
く
は
、保
健
年
金
課
☎（
632
）

２
３
１
４
へ
。

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
自
殺
予
防

い
の
ち
の
電
話

▽
日
時　
５
月
10
日（
日
）午
前

８
時
～
11
日（
月
）午
前
８
時

（
24
時
間
）。

▽
内
容　
死
に
た
い
・
死
の
う

と
思
っ
て
い
る
人
や
、
周
囲
に

こ
の
よ
う
な
人
が
い
る
と
き
な

ど
の
自
殺
予
防
相
談
。

▽
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル　
☎
０
１

２
０（
738
）５
５
６
。

問
栃
木
い
の
ち
の
電
話
事
務
局

☎（
622
）７
９
７
０
、
保
健
予
防

課
☎（
626
）１
１
１
４

お
知
ら
せ

◎国土利用計画法に基づく届け出が必要です　一定面積以上の土地売買などの契約をした場合には、契約の
日を含め 2 週間以内に、その土地の利用目的などを届け出ることが義務付けられています。▽対象面積　市
街化区域は 2,000 平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域は 5,000 平方メートル以上。個々の面
積が小さくても、取得した土地の合計が、面積要件以上になる場合（一団の土地）は届け出が必要です▽取
引形態　売買、代物弁済、交換、賃借権の設定など（取引予約も含む）。問都市計画課☎（632）2564

５月 31 日は世界禁煙デー
５月 31 日～６月６日は禁煙週間

■たばこに含まれる有害物質　たばこの煙には、ニコチン
やタール、一酸化炭素をはじめとする約 4,000 種類の化学
物質が含まれており、そのうち人体に有害な物質が約 250
種類、発がん物質が約 40 種類含まれています。これらを
吸い込むことで、体にさまざまな影響を及ぼすことが明ら
かになっています。
■たばこの煙　喫煙者が吸い込む主流煙、たばこの先から
出てくる副流煙、喫煙者から吐き出される呼出煙の３種類
があります。副流煙にはニコチン 2.8 倍、タール 3.4 倍、
一酸化炭素 4.7 倍と主流煙よりも多くの有害物質が含まれ
ています。他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙により、
たばこを吸わない人も吸う人と同様に、健康に影響を受け
ます。特に、自分で受動喫煙を避けることができない胎児
や乳幼児をたばこの煙から守るためには、家族・社会皆さ
んの協力が必要です。
■受動喫煙による健康への影響
▽成人　肺がん、心筋梗塞・狭心症などの虚血性心疾患など。
▽子ども　中耳炎、気管支炎、肺炎など。
▽胎児　低出生体重児、早産、乳幼児突然死症候群など。
■受動喫煙を防止するために　家庭内で受動喫煙を防ぐた
めに、換気扇の下で喫煙しても、たばこの煙を完全に排気
することはできません。また、ベランダや玄関先で喫煙し
た場合は、サッシや窓の隙間から室内に煙が流れ込むため、
自宅だけではなく近隣の住民に対する配慮も大切です。屋
外で喫煙する場合も、煙を吸いたくない人への配慮を忘れ
ずにお願いします。
■市では禁煙したい人を応援しています　禁煙は我慢をし
て自分で頑張る方法だけではありません。ニコチンガムや
ニコチンパッチ、飲み薬を使う方法など、さまざまな禁煙
方法があります。自分にあった禁煙方法を選び無理なく禁
煙に取り組めるよう、市では禁煙外来などの情報提供や禁
煙相談を行っています。詳しくは、市 をご覧になるか、
健康増進課☎（626）1126 へ。
■禁煙週間パネル展
▽期日　６月１～５日。
▽会場　市役所１階市民ホール。
問健康増進課☎（626）1126
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